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1 2022年 1月 28日の Deloitte China Tax Newsflashを参照されたい。 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/tax-newsflash/deloitte-cn-tax-newsflash-zh-20220128.pdf 
2 分析シリーズその 1（保税修理政策）：https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/ta-2022/deloitte-cn-tax-tap3572022-

zh-220706.pdf 

分析シリーズその 2（保税研究開発政策）：https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/ta-2022/deloitte-cn-tax-

tap3592022-zh-220712-v2a.pdf 

分析シリーズその 3（保税展示政策）：https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/deloitte-cn-tax-tap3602022-zh-

220812.pdf 

分析シリーズその 4（デジタルトランスフォーメーション）：https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/ta-2022/deloitte-

cn-tax-tap3642022-zh-221104.pdf 

「総合保税区管理弁法」分析

シリーズその 5：的確な施策に

よる生産性向上、コスト削

減・効率向上による発展の促

進 

 
税関総署は 2022年 1月 1日に「中華人民共和国税関総合保税区管理弁法」

（税関総署第 256号令。以下、「256号令」）を公布し、4月 1日に施行した
1。256号令は総合保税区の総合管理に関する初の税関法令であり、管理の規

範化、総合保税区の高水準の開放、高品質な発展の促進を全体的な目的とし

て、総合保税区の機能、及び複数の利便化措置について明確に定めた。「総合

保税区管理弁法」分析シリーズ2ではこれまで、「総合保税区管理弁法」の各

保税政策を踏まえて、デジタルトランスフォーメーションの視点から、企業の

発展促進における総合保税区の役割について考察したが、本 Tax Analysisで

は、「生産型企業が如何に総合保税区関係の優遇政策を活用して自身の発展を

促進すべきか」に焦点を当てる。 

 

物流上の優位性の活用によるグループ発展への寄与 

 

生産型企業グループは、総合保税区における保税物流業務の優位性を十分に活

かして、サプライチェーン全体における区内企業の機能を強化することができ

る。区内企業は中継貿易、倉庫寄託などの業務を通じて、アジア太平洋地域又

はグローバルの物流センター、中国企業向け調達センターなどの機能を担い、
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サプライチェーンの管理効率を向上、維持コストを削減することができる。 

 

特にサプライチェーンが長く、川上企業と川下企業が多くの分野に散在してい

る製造業界（例：自動車製造業、機械製造業など）では、総合保税区内の既存

の物流機能を強化・拡張し、政策面と立地面の優位性を活かして、供給の集約

化と物流ノードの整備に取り組むことで、グループ全体の総合競争力を向上さ

せることができる。 

 

総合保税区内で加工貿易に従事する企業は、「企業グループ単位の加工貿易監

督管理モデル」（「企業グループ単位の加工貿易監督管理モデルの全面的推進

に関する公告」（税関総署公告 2021年第 80号）を参照されたい）などの政

策の推進・実施状況に注目することが推奨される。総合保税区を跨ぐ当モデル

の適用可能性が存在する場合、区内企業の主導で、税関特殊監督管理区域の内

部と外部を繋ぐサプライチェーンを構築し、開発区内の生産能力を十分に開

発・利用し、「双循環」の実現に寄与することができる。 

 

租税優遇政策の適用による製造コストの削減 

 

増値税一般納税者資格付与の試行 

 

総合保税区の発足初期において、ほとんどの区内企業は「両頭在外」（原材料

調達と製品販売の両方を海外市場に求める業務形態）モデルを採用して生産活

動を展開していた。そのため、これまで長きにわたって、区内企業は租税制度

上、国外企業とみなされ、増値税一般納税者資格を取得することも叶わなかっ

た。区内企業の国内市場への参入という現実的な需要が増えつつある中、国家

税務総局・財政部・税関総署は 2016年に、区内企業による国内市場参入の障

害を取り除くため、昆山総合保税区を含む 7つの税関特別監督管理区域におい

て増値税一般納税者資格付与を試行し、2016年以降、試行対象となる税関特

別監督管理区域を増やした。また、国家税務総局公告 2019年第 29号の公布

を以て、増値税一般納税者資格付与の試行は全国の適格総合保税区で展開され

るようになり、同時に、「増値税一般納税者資格を取得した区内企業が自社使

用目的で輸入した設備に対して、輸入段階諸税の徴収を一時的に免除し、設備

に適用される税関監督管理の対象期間である各年度に配分する。毎年の年末

に、当年度に免除された設備の輸入段階諸税に対して、当年度における企業の

国内外販売の売上高の比率に基づき配分し、国外販売部分は企業の所在する税

関特殊監督管理区域の租税政策を適用し、国内販売部分は税関特殊監督管理区

域以外の国内地域（以下、「国内区外」）の租税政策に基づき税額を追徴す

る」と明確に定められ、試行のスムーズな推進のための土台作りに貢献した。

2022年に公布された税関総署令第 256号では、「総合保税区において、増値

税一般納税者資格付与の試行を展開し、区内企業に対して、増値税一般納税者

資格付与の試行に関する政策を適用できる」ことが改めて言及された。 

 

試行により増値税一般納税者資格を取得した区内企業は、増値税一般納税者と

して国内市場に参入することで、国内市場との繋がりを強化すると共に、国内

業務と国外業務の同時展開に便宜を提供することで、国内市場と国外市場両方

の有効利用により生産能力利用率を効果的に高めることができる。 

 

国内販売に係る選択制関税徴収 

 

256号令により、区内企業の国内販売に係る選択制関税徴収優遇が総合保税区

管理弁法に組み入れられた。「国内販売に係る選択制関税徴収優遇」とは、区

内の生産型企業が加工・生産した完成品を国内区外に販売する際に、「元の輸

入資材」或いは「完成品」を課税対象として関税を納付することができること

を指す。 
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例を挙げると、ある区内企業が国外から以下の原材料を保税で輸入し、区内でバキュームクリーナーの加工生産を行い、

国内区外に販売している。1つの完成品とその製造に使用した輸入原材料の価値（関税を含まない）、及び関税率は下

表の通りである。 

 

種類 名称 税番及び輸入関税率 価値（米ドル） 

原材料 

アルミ筐体 7616.9910.90  - 8% 100 

バキューム

ポンプ 

8414.1000.90  - 8% 500 

キャスタ 8302.2000.00  - 9% 400 

完成品 バキューム

クリーナー 

8508.1900.00  - 0% 1,500 

 

国内販売に係る選択制関税徴収優遇を適用する場合、上述の企業は、輸入資材を課税対象として関税と延滞利息を計

算・納付する方式（その場合、関税額は 100*8%+500*8%+400*9%＝84米ドルである）と、完成品を課税対象として関

税を計算・納付する方式（その場合、関税額は 1,500*0%＝0米ドルである）から、自由に選択することができる。上述

で示した通り、生産型企業は自身の状況を踏まえた上で、より有利な関税徴収方式を選択することで、節税を図ること

ができる。 

 

実務上、増値税一般納税者資格の取得、及び最適な関税徴収方法の分析・判断の視点から、企業は、租税優遇政策の適

用を申請する前に全面的な評価を行い、コンプライアンス確保を前提として、着実なコストダウン及びビジネス目標の

達成のために、税務コスト・取引アレンジのビジネス上の実施可能性・内部統制上の実施可能性・移行コストなどを総

合的に検討することが推奨される。 

 

区内修理業務の推進によるクローズドループ製造（CLM）の促進 

 

256号令は、「総合保税区内の企業が法に基づき「保税修理・検査」などの業務を展開することができる」ことを、税

関法令の形で定めた。区外企業と比べて、区内企業は通常、より便利な保税修理政策を享受することができ、より多く

の品目を対象として修理業務を展開することができる（総合保税区に適用される保税修理政策の詳細については、2022

年 7月 6日付の「総合保税区管理弁法」分析シリーズその 1を参照されたい）。 

 

エレクトロニクス・医療機器・機械業界における一部の民生用製品又は工業用製品のメーカーは、アフターサービス体

制の安定性及びニーズへの対応の適時性を追求している。総合保税区は、保税修理に関する優遇政策を以て、それらの

企業にとって魅力的な選択肢となっており、所在地域における売上規模、修理コスト等の要素を考慮した上で、総合保

税区においてアフターサービスセンターを設立するよう検討することができる。私どもが把握している情報によれば、

総合保税区内の保税修理政策の整備と最適化に伴い、複数の生産型企業グループが総合保税区におけるリージョンアフ

ターサービスセンターの設立意向を示している。すでに総合保税区内で修理センターを設立している生産型企業は、保

税修理に関する業務プロセスの標準化、保税修理に関する情報化システムの構築とその運用・保守措置の整備に取り組

むことで、コンプライアンスリスクを合理的にコントロールすることが推奨される。 

 

研究開発業務の推進による企業の革新的発展の加速 

 

生産型企業がコア競争力を維持する上で、継続的な技術革新は重要な役割を果たしている。近年、科学技術イノベーシ

ョンの支援政策が強化される中、256号令の公布により、「研究開発の後押しを、総合保税区の役割の 1つに据える」

という政府の施策方針が改めて明確に掲げられた。区外企業と比べて、区内企業は研究開発活動を展開する際、輸出入

段階で、研究開発資材の輸入段階諸税、関税評価・関税分類コンプライアンスコストの低減、輸入許可証などの要件の

緩和を始めとする保税研究開発優遇政策を享受することができる（総合保税区に適用される保税研究開発政策の詳細に

ついては、2022年 7月 12日付の「総合保税区管理弁法」分析シリーズその 2を参照されたい）。 

 

上述の通り、研究開発活動に従事し、特に研究開発活動において大量の原材料を輸入する必要がある生産型企業グルー

プは、総合保税区におけるグループ研究開発センターの設立、或いは総合保税区内の既存企業における研究開発機能の

拡張について、積極的に模索することが推奨される。すでに総合保税区内で研究開発センターを設立している企業は、

管理システムの開発と運用・保守を重視し、資材の入出庫管理と移動に対するトレサビリティを確保し、管理に関する

業務プロセスの標準化に取り組むことで、保税研究開発業務の管理効率を向上させることが推奨される。 

 

まとめ 
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中国政府が優遇政策が次々と打ち出す中、総合保税区は保税物流・生産・修理・研究開発向けの優遇政策の対象となり、

生産型企業グループにサプライチェーン整備及びグループレベルの機能再配置の好機を与えている。生産・製造を主要

業務に据える企業に留まらず、アフターサービス・研究開発等の高付加価値プロジェクトの展開を模索する企業も、企

業価値の向上に寄与する政策を総合保税区に求めることができる。企業は、長期的な発展に助力するため、グループの

ビジネスアレンジにおける総合保税区の活用を積極的に模索することで、優遇政策を十分に享受することが推奨される。 

 

私どものサービス 

 

デロイトグローバルトレードサービスチームは、デロイトのグローバル専門家ネットワークの活用により、グローバル

サプライチェーン管理を深掘りし、企業にグローバル貿易に関するプロフェッショナルサービスをご提供いたします。

また、特定の政府監督管理政策の変動について潜在的な影響を識別するとともに、総合保税区内のメーカーの革新的発

展、コスト削減・効率向上をサポートいたします。私どもが提供するサポート業務は以下の通りです。 

 

 区内企業における双循環戦略への対応に関する需要に応じて、国内市場を積極的に開拓するために、増値税一般

納税者資格の取得について、評価・サポートサービスを提供する。 

 供給効率・税務コスト・実行可能性等の面から「企業グループ単位の加工貿易監督管理モデル」の適用可能性を

評価し、グループ内のサプライチェーンの最適化をサポートする。 

 産業のバリューチェーンの最適化を図るために、保税修理・保税研究開発・保税展示等の新型保税プロジェクト

に関する分析サービスを提供し、且つこれらの実施をサポートする。 

 サプライチェーンの最適化と新型保税プロジェクト計画の需要に応じて、一連のデジタルトランスフォーメーシ

ョンソリューションを提供する。 

 コンプライアンスリスクを低減するために、革新的発展と最適化の実行過程で想定される税関のコンプライアン

ス管理への対応をサポートする。 
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